
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年７月２５日号掲載内容 

 

 

 

問い合わせ先 企画広報課 政策担当 ４３－６８６７ FAX ４３－６８２２
 

２０２１年度から２０３０年度までの１０年間のまちづくりの基本的指針となる「２０３０赤穂

市総合計画」の策定を進めています。 

 このたび、新総合計画の策定の参考とさせていただくため、市民の皆さまからご意見をお伺いす

るアンケート調査を実施しています。 

広報あこう７月号と一緒に配布されている調査票にご回答いただき、調査票に付いている封筒に

入れて、７月３１日(水)までに郵便ポストに投函してください。 

※広報あこうが配布されない世帯におかれましては、調査票を各地区公民館、市役所１階市民課前

情報スペースに置いていますのでそちらをご利用ください。 

 

 

 

 
問い合わせ先 人事課 ４３－６８６３ FAX４３－６８９２  

職 種 募集人員 応募資格 賃 金 勤務時間 

臨時作業員 

（水道） 
1名 

普通自動車運転

免許を有する人 
日額 7,300円 午前８時３０分～午後５時１５分 

◎選考方法 書類選考、面接 

◎応募方法 ８月１６日(金)までに、指定の履歴書を人事課へ持参（履歴書は人事課にあります。）

受付時間は午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日を除く） 

 

 

・市民アンケート調査にご協力ください………１ 

・市臨時職員を募集します………………………１ 

・児童扶養手当現況届の提出をお忘れなく……２ 

・「緑のカーテン」を紹介しませんか？…………２ 

・晩夏の樹木剪定実技講習会参加者募集………２ 

 

・臨時開館・休館のお知らせ………………………３ 

・慰霊・平和祈念の黙とうにご協力を…………３ 

・若者就業サポート相談会開催…………………３ 

・オプトピア夏休み特別上映～光都映画祭～……３ 

・中央公民館からのお知らせ…………………４ 



 

 

 
問い合わせ先 子育て健康課 ４３－６８０８ FAX ４５－３３９６ 

児童扶養手当を受けている人は、現況届を提出してください。７月下旬に郵送される通知文書を

持参の上、必ず受給者本人が窓口にお越しください(印鑑が必要です)。 

◎期  間 ８月１日(木)～３０日(金) ※土日・祝日を除く、午前８時３０分～午後６時 

※現況届は、引き続き児童扶養手当を受ける要件があるかどうかを確認する大切なものです。提出

されないと、手当の支払いが差し止められ、受給資格がなくなる場合があります。 

※児童扶養手当受給開始から５年経過する等の要件に該当する人は、現況届と併せて届出書等必要

書類を提出してください。提出期限を過ぎますと手当の一部が停止されますのでご注意ください。 

 

■児童扶養手当を受給している未婚のひとり親で、次の条件をすべて満たす人に、臨時・特

別給付金(１７，５００円)が支給されます。 

①令和元年１１月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母 

②令和元年１０月３１日において、これまでに法律婚をしたことがない人 

③令和元年１０月３１日において、事実婚をしていない人または事実婚の相手の生死が明らかでない人 

※詳しくは、現況届案内に同封する書面をご確認いただき、該当する人は、現況届に合わせて申請

書を提出してください。 

 

■８月分以降の手当から支給月が変更となります。 

８月分から１０月分を１１月に支給し、１１月分以降は２カ月毎の支給となります。 

 

 

 

問い合わせ先 姫路市 環境政策室「緑のカーテン」係 ０７９－２２１－２４６８ 

FAX ０７９－２２１－２４６９ 

◎応募要件 今年「緑のカーテン」を作った人 

◎応募方法 取組レポートと写真(１０枚以内)を姫路市環境政策室に提出。 

レポート様式は姫路市のホームページにあります。 

◎部  門 個人部門、団体部門、幼稚園・保育園部門  

◎結果発表 ９月末頃、部門ごとに表彰します。副賞として播磨圏域連携中枢都市圏内の特産品 

などを贈呈します。姫路市ホームページでも発表予定。 

 

 

 

申込み・問い合わせ先 赤穂市文化とみどり財団公園事務所 ２５－８６１１ 

FAX ２５－４５９３ 

赤穂市文化とみどり財団公園事務所では、晩夏の樹木の整枝・剪定の実技講習会を実施します。

晩夏の庭木の樹形を整えたいと考えている人、ぜひ、ご参加ください。 

◎日  時 ８月３１日(土) 午前１０時～正午 

◎場  所 市民総合体育館第１会議室および赤穂城南緑地 

◎講  師 黒田造園 黒田 廣信 氏  ◎参加料＝無料   

◎定  員 ３５人(先着順) ※剪定道具をお持ちの人はご持参ください。   



 

 

問い合わせ先 赤穂市文化とみどり財団事務局 ４３－３２６９ FAX ４３－５９５０
 

●歴史博物館および民俗資料館は、８月１４日(水)を臨時開館します。 

●文化会館は、８月１２日(月)、１４日(水)、１５日(木)を臨時休館します。 

 

 

 

 
問い合わせ先 行政課 ４３－６８５０ FAX ４３－６８９２ 

８月６日は広島市、９日は長崎市において被爆７４周年を迎えます。この日、両市では慰霊と平

和祈念の式典が行われ、原爆が投下された時刻に平和の鐘を合図に黙とうが捧げられます。 

赤穂市でも、原爆死没者・戦没者の追悼と平和を祈念して、市庁舎のサイレンを鳴らしますので、

黙とうにご協力くださいますよう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 産業観光課 ４３－６８３８ FAX ４６－３４００ 

「働きたいけど働く自信がない」「何からはじめていいのかわからない」など、さまざまな不安や

悩みを抱える、おおむね１５歳から３９歳の若者やその保護者からの相談に､専門家が一人ずつ応じ

ながら､就職活動をサポートする相談会を実施します｡ 

◎日  時 ８月１５日(木)   ▽午後１時～ ▽２時～ ▽３時～  

※次回は、１０月１７日(木) 

◎場  所 加里屋まちづくり会館 

◎定  員 ３名(先着順)  ◎相談料＝無料 

◎相談機関 ひめじ若者サポートステーション 

※厚生労働省から事業委託を受けている専門スタッフが相談に応じます。
 

    
問い合わせ先 光都プラザ・オプトピア ５８－１１５５ 

◎日 時 ８月３日(土)～１１日(日・祝) 
 
午前１０時～午後４時まで ※５日(月)は休館 

◎場  所 赤穂郡上郡町光都２－２３－１ 播磨科学公園都市 光都プラザ・オプトピア 

◎料  金 入場無料 

◎内  容 人気映画の上映 

８月３日(土)「ピーターラビット」、４日(日)「スーパーヒーロー・パンツマン」、 

６日(火)「アルプスの少女ハイジ～アルムの山～」、 

７日(水)「アルプスの少女ハイジ～ハイジとクララ～」、 

８日(木)「アルプスの少女ハイジ～長編アニメーション映画～」、 

９日(金)「スモールフット」、１０日(土)「50回目のファーストキス」、 

１１日(日・祝)「パディントン２」 

※上映内容は都合により変更する場合があります。 

 ◎８/ ６(火) 午前８時１５分 広島の原爆死没者を追悼する黙とう 

◎８/ ９(金) 午前１１時２分 長崎の原爆死没者を追悼する黙とう 

◎８/１５(木) 正午     戦没者を追悼し、平和を祈念する黙とう
 



 

 

申込み・問い合わせ先 市民会館(中央公民館) ４３－７４５０ FAX４３－８４４０ 

 

■中央公民館「パソコン教室」を開催します 

中央公民館のパソコン講座に参加してみませんか。（８月６日から開講） 

▽スマートフォン・タブレット基礎講座  ▽ワード・エクセル初級講座  ▽ワード中級講座 

▽エクセル中級講座  ▽スマートフォン・タブレット中級講座  

▽エクセル・パワーポイント活用講座  ▽スマートフォン・タブレット活用講座(SNS編) 

▽画像活用講座  ▽スマートフォン・タブレット活用講座(アプリ活用編) 

▽ハガキソフト活用講座 

◎会  場 市民会館(中央公民館) ◎定員＝各１５名 

◎受 講 料 １講座１，５００円(テキスト代実費) 

◎申込方法 中央公民館で受付(定員の範囲内で、各コース開催初日の３日前まで受付します。日程

等は市内各公民館にあるちらしをご覧ください。) 

※詳しくは、中央公民館までお問い合わせください。 

 

■中央公民館「日本の歴史発見講座」の受講生を募集します 

５月に令和に改元した本年度は、「生活の中の『とき』を考える」をテーマとして、元号やえとな

どについて学びます。身近な歴史の魅力を楽しく学んでください。 

◎日  程 ９月６日(金）、１０月４日(金）、１１月１日(金） 

◎時  間 午後７時１５分～８時４５分 ◎場所＝中央公民館 

◎講  師 園田学園女子大学名誉教授 田辺 眞人 氏    

◎対  象 市内在住、在勤、在学の人 ◎定員＝５０名(先着順) 

◎申  込 ８月９日(金)午前９時から受付開始(月曜日を除く) 

受講料１，０００円を添えて中央公民館まで。 

 

■第５８回赤穂市民文化祭俳句の部 作品募集および俳句会のご案内 

１．俳句作品の募集 

◎兼  題 四季を通じて雑詠 出句数５句以内(未発表作品に限る) 

◎出句締切 ８月２０日(火)必着 ◎出句料＝１，０００円(現金または郵便小為替で） 

◎応 募 先 応募用紙に住所・氏名を記入の上、赤穂俳句愛好会(〒678-0211南宮町 3-14 武本敬子 

方)または、市民会館まで。 

※応募用紙は、市民会館または各地区公民館にあります。 

◎応募資格 市内在住、在勤の人、市内の句会所属の人 

 

２．俳句会 

◎日  時 １０月１１日(金)午後１時３０分までに出句 ５句以内  

◎場  所 赤穂市民会館１階 第４会議室 

◎席  題 俳句会当日午前９時３０分頃に句会場に掲示 

◎講  師 天為同人 永井 由紀子 氏 

 


